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「徳山ダム裁判」いよいよ開始

3月 1日・住民訴訟を提訴しました→新聞記事参照

3月 14日・原告団発足集会を行いました→新聞記事参照

3月 16日・行政訴訟を提訴しました→新聞記事参照

5月 19日初公判  午前10時 30分 岐阜地裁
原告の冒頭陳述があります

2つ の裁判は別件ですが、「関連事件」として同一の日程で進められます。
2件 とも原

告冒頭陳述が、 5分程度認められました。住民訴訟 =三浦真智
・代表世話人、行政訴訟=

上田武夫・代表世話人が冒頭陳述を行います。

当日は、午前 10時頃に岐阜地裁前に集まり、公判後近 くの弁護士会館で記者発表を兼

ねた報告集会を行う予定です。初公判に出席
・傍聴可能な方は事務局にご一報下さい (多

い場合は抽選も考えられます。その場合は集合時間が早ま
ります )。

揖
斐
郡
藤
橋
村

の
徳
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ダ
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建
設
に
反
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す
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市
民
グ

ル
ー

プ

「
徳

」ＩＪ
ダ

ム
建
設
中
止
を
求

め
る
会
」

（
上
田
武
夫
代
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は
十
四
日

、
大
拒
市
室
本

町
の

市
ス
イ
ト
ピ
ア
セ

ン
タ
ー
で
集

会
を
開

い
て
原
告
団
を
発
足
さ

せ
、
十
六

日
に
土
地
収
用
法

に

基
づ

い
て
、
徳
山
ダ
ム
建
設

の

徳山ダム

事業認定3月 14日集会の様子
3/15 岐阜新聞
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中
心
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、
愛
知

、
神

奈
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県
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ど
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外
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を
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表
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ヽ
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ど

ら
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表

訟

代

訴

の

政

団

行

告

む
五
十
七
人
。
ま
た
今
月

一
日

に
は
す

で
に
、
同
会
会
員
ら
県

民
四
十

三
人
が
、
県
の
徳

山
ダ

ム
建
設
費
負
担
金
の
支
出
差
し

止
め
を
求
め
る
住

民
訴
訟
を
岐

阜
地
裁
に
起
こ
し

て
い
る
。

集
会
に
は
、
同
会
会
員

や

一

般
市
民
ら
約
六
十
人
が
参
加

。

原
告
団
発
足
に
至

る
ま

で
の
経

過
説
明
の
後
、
利
水
問

題
や
事

業

認
定
処
分
に

つ
い
て
、
住

民

訴
訟
と
行
政
訴
訟

の
二

つ
の
徳

山
ダ
ム
裁
判
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持

つ
意
味
に

つ

い
て
弁
護

士
ら
と
共
に
考
え

、

続

い
て
原
告
団
世
話
人
ら
が
決

意

を
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明
し
た
。
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村
民
広
瀬
司
さ
ん
貧

し
＝
同
県

一　

一
公
団
臓
員
が
虚
偽

の

□
約
束

本
巣
郡
本
巣
町
文
珠
＝
に
建
物
一
を
し
て
私
か
ら
印
鑑
を
受
け
取

の
撤
去

を
求
め

た
訴
訟
で
、
岐

一
り

、
契
約

書
に
押
印
し
た
。
移

阜
地
裁
大
垣
支
部
の
中
村
謙
二
一
転
の
合
意
は
な
か
っ
た
」
と
主

郎
裁
判
官
は
十
六
日
、
原
告

の

一
張
。

こ
れ
に
対

し
、
中
村
裁
判

主
張
を
全
面
的
に
認
め
る
判
決
一
官
は
判
決
で

「被
告
が
主
張
す

る
事
実
は
認
め
が
た

く
、
契
約

を離決し、けれなどヽ
旧徳山村一』藤穿卸『祀「馘区〓中

門
入
に
住

ん
で

い
た
広
瀬
さ
ん

一
　

広
瀬
さ
ん
は
判
決
後

「
判
決

で
、
自
分
で
取
り
壊
す
よ

う
言

い
慎

さ
れ
た
が
、
そ
の
力
は
な

い
。
家
が

な
く
な

っ
て
も
徳
山

で
暮

ら
し
た

い
」
と
話
し
た
。

4月 16日 /広瀬司さん敗訴 控訴を決意
広瀬司さんは、裁判所の判断が納得でき

ないと、控訴の意向を明らかにしました。

水資源開発公団からの「協議要求」
→公開協議要求ヘ

3月 から水資公団は、共有 トラス ト参加者に対 して「協議に応 じて下さ
い」攻勢をかけ

ています。「4月 1日 から28日 までの間に協議 したい。3月 25日 までに返事を寄越せ」

という一方的な手紙を送 りつけ、返事をしないでいると、 4月 5日 から、公団職員
による

しつこい電話・訪間などが始まりました。運営委としては
「公開の協議」を求める以下の

ような申し入れを行いました。

元
村
民
が
敗
訴

翡

彎
聴
錦
笙

申 入 書

水資源開発公団中部支社徳山ダム建設所

所長 山口温朗 様

1999年 4月 27日

(集団協議参加者の 氏名 住所 列記)

私たちは、岐阜県揖斐郡藤橋村大字徳山字村平 616-2に 土地の所有権を共有する者

です。私たちに対して、 3月 以来、貴公団から、再三の協議の申し入れがあ
りました。「任

意交渉」と言いながら、貴公団の (1)「 4月 1日 から4月 28日 までJと 協議の日を区切

り、かつその返答の期限まで指定してくる、 (2)「その期間は多忙で応じられな
い」という

返答には「では交渉拒否ですね」と、「交渉拒否」回答を引き出すことを目的
としていると

しか思えない対応をする、などの、高圧的かつ無ネしな態度、本質的に協議
への誠意を示さな

い態度には、強い不快感を覚えます。

私たちは、事業の公共性に大きな疑間を抱いているので簡単に譲渡には応
じられないの

であって、協議そのものを否定しているわけではありません。是非、事業
について、十分

な説明と、私たちの持つ多くの疑間についての納得できる回答を頂きたく存
じます。つい

ては、以下のような形で、協議したく存じます。

1 上記列記の者が集団で協議に応じ、公開の場で協議する。
2.日 時、場所などは、私たちと貴公団との話し合いで決める。
3.必要に応じ、回を重ねて協議を行う。
4 上記の者以外の地権者が集団協議に参加することを歓迎する。

以上、申し入れます。

なお、この申し入れへの文書でのご回答があるまでの間、貴公団側からの電話
・訪間な

どの「協議の要求」は中止されるよう強く要求します。



徳山ダム

4月 26日 /岐阜県収用委員会第 1回審理が開かれる

水纂
釜
未
買
収
用
地
■
ヵ
所

岐
阜
県
揖
斐
郡
離
橘
村
に
進

め
ら
れ
て
い
る
徳
山
ダ
ム
建
設

夢
業

で
、

水

資

源

開

発
公

団

（
木

部

東

京
都

）

は

二
十

三

日
、
未
買
収
地

一
カ
所
に
つ
い

て
、
同
県
収
円
委
員
会
に
土
地

収
用
法
に
基
づ
く
識
決
中
調
を

行

っ
た
。
二
〇
０
七
年
度
内
の

ダ

ム
完

成

を

目
指

す
公

団
側

が
、
早
川
の
上
地
買
収
は
困
難

と
判
断
し
た
も
の
で
、
強
制
収

用
に
向
け
た
第

一
琺
と

な
る
。

今
後
は
、
公
告

・
職
覧
を
経

て
、
収
日
委
員
会
の
審
理
で
公

団
と
地
権
者
双
方
が
主
張
を
展

開
す
る
。

裁
決
申
請
が
出
さ
れ
た
の
は

本
体
書
工
で
水
没
す
る
可
能
性

が
あ
る
ダ
ム
建
設
予
定
地
上
流

部
の
約
六
わ
の
土
地
。
百
五
十

人
の
地
権
者
の
共
有
地
で
、
こ

の
う
ち
の
男
性

一
人
と
買
収
交

渉
が
未
解
決
と
な

っ
て
い
る
。

水
資
源
開
発
公
団
中
部
支
社

の
価
□
淳
工
祠

支
社
長
は

「
円

満
解
決
を
第

一
に
努
力
し
て
き

た
が
、
早
期
の
解
決
は
困
難
と

判

断

せ
さ

る

を
得

な

く

な

っ

た
」
と
申
請
の
理
由

を
説
明
。

「
今
後
は
、
地
権
者
側
か
ら
歩

み

寄
り
が

あ
れ

ば
対

応

す
る

が
、
公
団
側
か
ら
任
意
の
買
収

交
渉
を
行
う
こ
と
は
な
い
」
と

の
強
い
姿
勢
を

小
し
た
。

裁
決
の
手
続
き
は
今
後
、
早

け
れ
ば
数
日
以
内
に
も
藤
檎
村

で
公
告

・
縦
覧

（
二
週
間
）
が

始
ま
り
、
そ
の
後
、
収
用
委
が

裁
決
手
続
き
の
開
始
を
決
定
。

事
業
者
と
地
補
者
の
意
見
を
嘘

取
す
る
密

理
が
行
わ
れ
る
。
審

理
に
は
通
常
、
半
年
ほ
ど
か
か

る
と
い
う
。

徳
山
ダ
ム
の
事
業
用
地
杓
千

四
百
わ
の

（ノち

、
九
七
％

（
杓

千
三
百
五
十
わ
）
は
す
で
に
買

収
済
み
。
未
買
収
地
は
、
杓
五

十
珍

（
地
怖
者
約
二
百
人
）
あ

り
、
こ
の
中
に
は
、
市
民
グ
ル

ー
プ
百
十
八
人
が
ト
ラ
ス
ト
理

動
を
行

っ
て
い
る
工

地
も
含
ま

れ
る
が
、
公
団
は

「
今
後
も
任

意

の
買
収

交

渉

を

行

っ
て

い

く
」
と
し
て
い
る
。

公
団
は
昨
年
六
月
、
載
決
申

請
の
前
提
と
な
る
事
業
認
可
を

建
設
省
に
求
め
、
同
年
十

二
月

に
認
定
を
受
け
て
い
る
。
徳
山

ダ
ム
の
建
設
エ
リ
は
、
す
で
に

完
成
し
て
い
る
仮
排
水
ト
ン
ネ

ル

ヘ
川
の
流
れ
を
変
え
る
工
事

を
今

年
秋
に
も
始
め
る
。

2月 23日 /公団、収用委に裁決申請

徳山ダム

裁決申請

2/24 中日新聞

岐
島
県
旧
斐
都
藤
橋
村
の
徳

山
ダ
ム
の
建
設
工
事
で
、
水
負

源
開
発
公
□
が
二
十
三
日
、
県

収
円
委
目
一会
に
、
未
買
収
地
の

飛
決
申
詰
に
踏
み
切

っ
た
こ
と

で
、
ダ
ム
反
対
派
は

「
強
制
収
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ダ
ム
俎
識
予
定
地
下
流
の
自
治

体
で
も
、
本
格
古
工

へ
向
け
て

安
ど
が
広
が

っ
た
。

一
方
、
地
権
者
ゃ
反
対
派
の

不
満
は
大
き
い
。

一
響
製
黎
」
¨
ゲ
¨
［
向
け
脚

一

〕
″
一
峰
嗜
「
一
刹
¨
¨
い
デ

一

強
制
収

用

へ
向
け
た

一
理
の
動

き
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
公
平

性
に
も
疑
間
を
投
げ
か
け
る
。

同
会
は
来
月

一
日
、
岐
皇
県

が
迎
設
負
担
金

を

一
般
会
計
か

ら
支
出
し
た
の
は
地
方
財
政
法

に
遠
反
す
る
な
ど
と
し
て
行
政

一　

徳
山
ダ
ム
　
水
負
源
開
発
公

（
議
採
村
に
合
併
）
住
民
四
百

六
十
六
世
帯
が
移
転
。
建
設
の

万
翻
鵜
製
脚摯
話

一動魏綺」都ｒ岬悧』和」求

収
用
委
員
会
　
公
共
の
利
益

と
私
有
財
産
の
調
整
を
図
る
た

め
、
土
地
収
用
法
に
基
づ
い
て

各
県
に
設
置
さ
れ
る
。
七
人
の

一委
員

で
欄
成
さ
れ
、
事
業
者
と

地
権
者
の
意
見
を
嗜

く
審
理
は

公
開
で
行
わ
れ
る
。

メ
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中日新聞

ゝ
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4/27 朝日新聞↓

測
量
の
不
当
性
訴
え
る

第
■
回
審
理
で
地
権
者

収 徳

用夢
委 ム

岐
阜
県
議
橋
村

に
水
資
源
開

発
公
団
が
建
設
し
て
い
る
徳
山

ダ

ム

用

地

の

強

制

収

用

問

題

で
、
同
県
収
目
委
員
会

（
会
長

・
端
元
博
保
弁
護
士

）
の
第

一

回
審
理
が

二
十
六
日
、
同
県
庁

で
行

わ
れ
た
。
公
団
側
が
事
業

計
画
の
概
要
や
裁
決
に
至

っ
た

経
緯
を
説
明
し
た
の
に
対
し
、

地
権
者
の
同
県
本
巣
郡
内
の
男

性
貧
じ
が
公
団
の
土
地
境
界
測

量

の

不

当

性

な

ど

を

主

張

し

た
。収

用
委

に
裁
決
申
請
さ
れ
た

の
は
、
ダ
ム
エ
事
に
よ
り
水
没

す
る
可
能
性

の
あ
る
共
有
地
六

（
″
。

ち
、
百

四
十

四
人
分
は
既
に
公

団
が

買

収

。
地

権

者

の

男

性

（
持
ち
分
八
十
八
分
の

一
）

一

人
が
買
収
に
応
じ

て
い
な
い
。

審
理
で
は
、
公
団
側
が

「
浩

水
の
安
全
性
向
上
や
水
源
の
安

定
確
保
、
増
え
続
け
る
電
気
需

要
の
対
処
の
た
め
、
公
益
性
は

極
め
て
大
き
い
」
と
、
徳
山
ダ

ム

の
必

要

性

を
力

説

し

て

い

る
。一

方
、
男
性
は
今
年
二
月
に

収
□

姿
に
提
出
し
た
意
見
書
を

基
に
、

「
土
地
の
境
界

の
決
め

方
が
不
当
。
実
際
の
土
地
は
も

っ
と

広

い

」

な
ど

と

主

張

し

た
。
収
曰
委
は
五
日
二十
一
日

に
、
現
地
調
査
を
行
う
。

旧
所
有
者
百

四
十
五
人
の
う

け

、
第

一
回

審

理

を
県

庁

で

　

土
地
の
境
界
を
明
ら
か
に
す



近藤ゆり子・大垣市議選落選

徳山ダムを巡る動きが急展開しているこの間、 2ヶ 月以上
「やめよ !徳山ダム」を発行

できず、ご迷惑をおかけし、大変心苦 しく思います。

ご存 じの方も多いかと思われますが、事務局責任者の私
・近藤ゆり子が、大垣市議選に

立候補 したという事情で、事務局が休眠状態になり、普段 日常
的に運動を担って頂いてい

る方々も選挙にかかりきってしまう状態でした (そ の間、
三浦真智さんにかなりの部分を

背負ってもらいました)。

結果は以下のように惨敗でした。

大垣市議会議員選挙 投票者数 75727 投票率 65.81%
38名 中 37位 (議員定数 32)近藤ゆり子  落選 得票数  773

総括については、様々な観点もあるかと思いますが、まず
は候補者の至らなさを、深く

お詫びいたします。

「何人かの労組・政党丸抱え以外は、地域ボスに推され
てしか出られない」とされてい

るこれまでの地域締めつけの市会議員選挙にうんざりして
いる層の批判的浮動票を取り込

むというのが当初からの戦略でした。そういう層も3%く らいは存在するだろう、と。
し

かし773票 は、ほとんど選対で固有名詞で掌握できる固定票です。他の候補に浮動票を

流れたという形跡もなく (新人で当選 したのは確実に引退議員
の地盤を引き継いだ者だ

け)、 浮動票はどこにも存在 しなかった、ということです。

「徳山ダムができると、大垣の水が高くてまず くて危険なも
のになる=大垣のおいしい

地下水源を守るJ「情報を隠す市政、なれあいの市議会を変え、情
報公開と市民参加の大

垣をJと 政策を訴えて、毎 日、街頭演説を数十力所 (多い時は 70カ 所くらい)し
て歩く

選挙でした。聴衆の反応は非常に良かったと思っていました
が、投票には結びつかず、「そ

よ風」も起こすことができませんで した。

マスコミ3社が写真まで用意 して「当選記事」の予定稿を書いている中での惨敗でした

(親類、近所のオジサンなど運動や政策とは関係のな
い顔見知 りの評価では「落選」の声

も大きかった。結局はそちらが正 しかったわけです )。 選挙運動
中、他の全陣営が「近藤

陣営を警戒 している」と何度も耳にしました。 しかし、その「存在感」は結局、他の候補

陣営の引き締めに役立ってしまったようです

と 国的な変化が大垣市においてどうなのか)「大垣市Jの「市議選」の実態とその変化

の判断を間違えていた、戦略そのものが違っていたと
いうことでしよう。

何が何でも徳山ダムを作ろうとしている梶原岐阜県知事
と小倉大垣市長は、大喜びとい

うところでしよう。結果的に徳山ダム建設中止に向けた運動
に逆風をもたらしてしまった

という面は否定できません。皆様には、大変申し訳なく思
っております。

同時に、この選挙を通 じて、「初めて問題を知った、何
とかしていかなくては」とおっ

しゃる方も出てきました。地域での運動の輪を広げる
べく、今後とも努力いたします。

事務局
。近藤 ゆ り子

「やめよ !徳山ダム」徳山ダム建設中止を求める会通信 編集責任 :近藤ゆり子

郵便振替 :00800-7… 31632  事務局 大垣市本町 2‐ 27
TEL0584‐784119  FAX0584‥ 824119  Emaili tokuyama@geOCitiesoco.Jp
URL:http://―v・ geocitiesoco.jp/WallStrect/1214/
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推
進
派
は
治
水
強
調

元賃
村
へ
の
思
い
、今
も

水
は
い
る
の
か
、
い
ら
な
い
の
か
。
治
水
は
ダ
ム
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
か

。
財
政
負
担
は
大
丈
夫
か
。
環
境

を
襲
す

恐
れ
は
な
い
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
を
抱
え
、
総
貯
水
地

日
本

一
の
徳
山
ダ
ム
計
画
が
十
六
日
、
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ

た
。
閣
議
決
定
か
ら
四
半
世
紀
、
建
設
予
定
地
の
計
む
川
最

上
流
に
あ

っ
た
岐
阜
県
徳
山
村
は
十
二
年
前
に
廃
村
と
な
つ

た
。
四
百
六
十
六
世
帯
の
全
住
民
が
移
転
し
、
学
校
の
体
育

館
が
ぼ
つ
ん
と
残
る
ば
か
り
だ
。
水
資
源
開
発
公
団
は
新
年

度
、
ダ
ム
本
体
の
工
事
に
着
手
す
る
。
し
か
し
、
巨
大
ダ
ム

計
画
は
な
お
賛
否
の
渦
の
中
に
あ
る
。

（１

・
２９
面
参
照
）

対
応

へ
の
不
日
感
か
ら
、
た
だ

一
人
買
収
に
応
じ
て
い
な
い

男

性
曾
し
は
、
昨
年
六
月
に
公
団

が
建
設
相

に
事
業

認
定
を
申

訂

し
た
直
後

、

「徳
山
ダ
ム
建
設

中
止
を
求
め

る
会

」
の
要
請

に

応

じ
て
所
有
地
の

一
部
を
会

に

譲
渡
し
た
。

広
瀬
ゆ
き
ゑ
さ

ん
貪
９
＝

同

県
本
巣
町
＝
は
、
四
月
半
ば

か

ら

十
月
ま
で
は
毎
年

、
旧
徳
山

村

の

か

つ

て
の

自

宅

で
暮

ら

す
。

「
本
巣
に
い

て
も
仕
事

は

な
い
。　
一
緒
に
村
を
出
た
同
年

齢
の
人
た
ち
の
多
く
は
す
で
に

亡
く
な

っ
た
。
知
ら
な
い
土
地

で
暮
ら
す
こ
と
は
精
神
的
に
苦

痛
だ

。

ダ

ム
が

中

止

に

な

っ

て
、
ま
た
村
が
で
き
れ
ば
住

み

た
い
」
と
村

へ
の
思
い
を
断
ち

明
れ

な
い
で
い
る
。

長
年
、
村
の
写
真
を
撮
り
続

け
る
増
山
た
づ
子
さ
ん
貧

じ
＝

岐

阜

市

上

西

郷

二

丁

目

＝

は

「
こ
れ
が
見
納
め
」
と
思

っ
て

シ
ャ

ッ
タ
ー
を
切
り
続
け
て
き

た
。
本
体
工
事
が
始
ま
れ
ば
、
い

は
、
梶
原
拓
知
事
が
、
こ
う
し

た
県
内
の
合
流
点
ニ
カ
所
を
視

察
し
、
地
元
の
代
表
か
ら
対
策

の
要
望
を
受
け
た
。

大
垣
市
連
合
自
治
会
連
絡
協

議
会
の
本
村

一
大
会
長
尖
し
も

要
望
し
た

一
人
だ
。
治
水
の
面

か
ら
徳
山
ダ
ム
は
必
要
と
考
え

て
い
る
。

「集
中
豪
雨
が
あ
れ

ば
、
樹
斐
川
が
決
壊
し
な
く
て

も
、
支
流
が
逆
流
し
て
は
ん
ら

ん
す
る
。
ダ
ム
が
で
き
れ
ば
、

揖
斐
川
の
水
位
は

一
・
五
属
調

整
で
き
る
。
渇
水
に
も
役
立

つ
」
と
話
す
。

だ
が
、
嵯
早
大
地
功
研
学
部

の
富
樫
幸

一
助
教
授
含
こ
＝
経

済
地
理
学
＝
は

「河
回
堰
と
違

つ
て
、
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な

い
わ
け
で
は
な
い
」
と
、　
一
定

の
効
果
を
認
め
な
が
ら
も
、

「
ダ
ム
だ
け
で
洪
水
が
防
げ
る

わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
。

利
水
面
か
ら
は

「不
要
な
も

の
」
と
言
い
切
り
、

「総
事
業

資
二
千
五
百
四
十
億
円

（
八
五

年
の
算
定
額
）
の
半
分
は
す
で

に
使
わ
れ
た
が
、
実
際
に
は
二

千
八
百
億
円
は
か
か
る
と
言
わ

れ
、
早
め
に
止
め
な
け
れ
ば
返

済
で
き
な
い
金
額
に
な

っ
て
し

ま
う
」
と
警
告
す
る
。

八
七
年
の
旧
徳
山
村
の
廃
村

で
移
低
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
旧

村
民
の
中
に
は
、
今
も
割
り
切

れ
な
い
思
い
を
抱
え
た
ま
ま
の

人
た
ち
が
い
る
。

公
団
が
二
月
に
県
収
用
委
員

会
に
収
用
裁
決
を
申
請
し
た
建

設
用
地
の
所
有
者
で
、
公
団
の

岐
阜
県
議
会
が

早
期
完
成
決
議

岐
阜
県
議

会
は

、
十
六
日
の

本

会
議
で

「
徳
山
ダ
ム
の
早
期

完
成
に
関
す
る
決
議

」
を
賛
成

多
数

で
可
決

し
た
。
決
議
に
よ

る
と

「ダ
ム
建
設
は

、
揖
斐
川

流
域
住
民
の
悲
願
だ
が
、
今
も

本
体

工
事
に
か
か
れ
ず

、
二
〇

「
ボ
デ
ィ
ー
プ
ロ
ー
の
集
和

で
、
い
つ
か
は
ダ
ウ
ン
を
奪
え

ば
い
い
」

昨
年
十
二
月
に
名
古
屋
高
裁

¨
哩
回
い
攀
『
一
『
崚
唯
睡
制

で
、
原
告
団
事
務
局
長
を
務
め

た
村
瀬
惣

一
さ
ん
Ｃ
ё
＝
岐
阜

市
加
納
三
笠
町

一
丁
目
＝
は
、

販
阜
市
内
で
原
告
の

一
人
と
し

て
記
者
会
見
に
臨
み
、
訴
訟
の

意
味
を
強
調
し
た

。
今
月

一
日

に
は

、
岐
阜
県
が
水
資
源
開
発

公

団

に

支

払

う

建

設

負

担

金

が

、
使
う

あ
て
の
な
い
も
の

ヘ

の
違
法
な
支

出
だ
と
し
て
、
返

還

を
求

め

る

訴

訟

も

起

こ

し

た
。今

回
の
訴
訟
の
原
告

の
中
心

メ

ン
バ

ー
は

、
長

良
川
河
口
堰

の
裁
判

に
か
か
わ

っ
て
き
た

。

会
見
で
原
告
代
理
人
の
在
間
正

史
弁
護
士
は

「
理
設
差
し
止
め

訴
訟
で
は

、
水
余
り
の
論
議
が

一
方
通
行
で
終
わ

っ
た
。
資
料

を
そ
ろ
え
た
が
、
裁
判

所
は
判

断

の
対

象
に
し
な
か

っ
た
」
と

振
り
返
る
。

事

業
認
定
の
是
非
が
問
わ
れ

る
今
回
の
訴
訟
で
は
、
建
設
相

が
認
定

を
し
た
合
理
性
や
、
ダ

ム
の
公
益
性

を
被
告
側
が
具
体

的
に
説

明
す

る
必

要
が
あ
る
。

在
問
弁
護
士

は

「
水
余
り
の
間

題

を
裁
判
所
に
迫

る
、
本
格
的

に
議
論

で
き

る
場
が
で
き
た

」

と
期
待
す
る

。

「
一
部
の
皆
さ
ん
に
こ
理
解

い
た
だ
け
な

い
の
は
誠
に
残
念

で
す
」

揖
斐
川
流
域
住
民
の
生
命
と

生
活
を
守

る
市
町
村
連
合
の
会

長
を
務
め
る
小
倉

満

。
大
垣
市

長
尖
ё
は
提
訴
を
受
け

、
こ
う

コ
メ
ン
ト
を
出
し
た
。

「
常
に

洪
水
の
危
険
性
と
隣
り
合
わ
せ

で
暮
ら
し
て
き
た
揖
斐
川
流
域

提
訴

の
た
め
岐

阜
地
裁

に
入
る

原
告
団
ら
＝
１６
日
午
後
３
時

、

岐
阜
市
美
江
寺
町
２
丁
目
で

の
実
情
か
ら
判
断
し
て
、
事
業

認
定
は
適
切
な
も
の
と
思
う
」

と
の
見
方
だ
。

大
垣
市
で
は
、　
一
九
九
〇
年

九
月
の
台
風
で
、
揖
在
川
の
水

位
が
上
が
り
、
支
流
の
牧
田
川

と
抗
瀬
川
の
水
が
本
川
に
流
れ

に
く
く
な
り
、
両
川
の
間
に
あ

る
中
堤
が
切
れ
、
牧
田
川
の
水

が
杭
瀬
川
に
流
れ
込
み
、
は
ん

ら
ん
し
た
。
今
月
十
二
日
に

徳山ダム

↓

３
／
１
７
　
朝
日
新
聞

行
政
訴
訟
提
訴

３
／
１
　
中
日
新
聞

↑
　
　
住
民
訴
訟
提
訴

裁
判
関
係

の
記
事
は
多
す
ぎ
て

載
せ
切
れ
ま
せ
ん
。

顧
知
事
ら
に
３４
億
返
還
求
め

ダ
ム
の
あ
り
方

見
つ
め
直
す
時

＾
解
説
》
基
本

計
画
の
閣
議

決
定
か
ら
四
半
世
紀
が

過
ぎ
た

今

、
徳
山
ダ
ム
建
設
そ
の
も
の

が
法
廷
で
真

っ
正
面
か
ら
問
わ

〇
七
年
度
の
完
成
が
危
ぶ
ま
れ

て
い
る
。
早
期
完
成
を
強
力
に

支
援
し
て
い
く
」
な
ど
と
し
て

い
る
。
　
‘

一
方
、
建
設
予
定
地
の
藤
橋

村
の
村
議
会
も
同
日
、
早
期
完

成
を
求
め
る
決
議
を
し
た
。
予

定
地
周
辺
の
揖
斐
川
町
、
大
野

町
で
も
十
九
日
に
同
様
の
決
証

案
が
出
さ
れ
る
見
通
し
。

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

高
度
成
長
期
に
計
画
が
浮
上

し
、
時
の
流
れ
と
と
も
に
議
論

の
的
に
な

っ
た
公
共
事
業
は
多

い
。
徳
山
ダ
ム
も
そ
の
ひ
と
つ

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

水
余
り
に
な
り
、
新
た
な
水

源
開
発
が
疑
問
視
さ
れ
る
な
か

で
、
本
曽
川
水
系

に
最
後
ま
で

潮
長 っ
」
順
ぃ

眸
貯
“
砒
妨
ｍ
』

ダ
ム
。
河
口
堰
は
建

設
差
し
上

め
訴
訟
の
さ
中
に
本
体
着
工
さ

れ

、
不
必
要
な
公
共
事
業
の
代

名
詞
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

徳
山
ダ
ム
は
今
秋
、
い
よ
い

よ
木
休
工
事
に
入
ろ
う
と
し
て

い
る
。
訴
訟
代
理
人
の

一
人
は

「事
業
認
定
に
は
合
理
性
、
公

益
性
が
必
要
だ
。
分
析
し
、
判

断
が
十
分
で
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
」
と
言
う
。

「
河

口
堰
の
水
さ
え
余

っ
て

い
る
の
に
、
な
ぜ
、
ダ
ム
が
必

の
返
還
と
、
九

八
年
度
以
降

の

支
出
差
し
止
め
を
求

め
た
。

提
訴
後
、
原
告
団
の
弁
護
士

ら
が
会
見
し

「
徳
山
ダ
ム
建
設

に

つ
い
て
は
、
真

っ
先
に
県
が

ノ
ー
と
言
う

べ
き

だ

っ
た
。
裁

判

を
通
じ
、
梶
原
知
事
に

『
ダ

ム

は

い

ら

な

い
」

と
訴

え

た

い
」
と
述

べ
た
。
訴
え
ら
れ
た

梶
原
拓
岐
阜

県
知
事

は

「
訴
状

内
容
を
十

分
検
討
し
て
、
今
後

の

対

応

を

考

え

た

い
」

と

し

た
。同

会

メ
ン
バ
ー
ら
は
今
年

一

月
と

二
月
、
同
県
に
対
し
、
同

じ
内
容

で
七
六
年
度
以
降
に
支

出
し
た
約

八
十

四
億
円
の
返
還

を
求
め
る
監
査
請
求
を
出

し
た

が
、
却
下
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
日
の
訴
え
で
は
、
返
還

を
求

め
る
金
額
を
八
十

四
億
円

か

ら

、

民

事

訴

訟

法

の
時

効

（
十
年
）
を
考
慮
し
、
梶
原
知

事
が
就

任
し
た
九
〇
年
度
以
降

の
支
出
額

に
限

っ
た
。

水
資
源
開
発
公
団
は
、
昨
年

十
二
月
に
建
設
省
か

ら
事
業
認

定
を
受
け
た

こ
と
か

ら
、

こ
と

し

二
月
、
未
買
収
地

の
強
制
収

用
に
向
け
て
同
県
収
□

委
員
会

に
裁
決
申
請
を
行

っ
た
。
同
公

団
は
、
二
〇
０
七
年
度
の
完
成

を
目
標
に
し
て
い
る
。

メ
ン
パ
ー

ら
は
今

月
中
旬
に

も
、
建
設
省

の
事
業
認
定
取
り

消
し
を
求
め

て
行
政
訴
訟
を
起

こ
す
方
針
。

よ
い
よ
そ
れ
が
現
実
に
な
る
。

「
泣
き
な
が
ら
出
て
き
た
ふ

る
早
だ

か
ら

、
後
の
世
の
人
た

ち
が
十
せ
に
な
る
こ
と
に
使

っ

て
欲
し
い
。
あ
か
ん
と
思

っ
た

ら
や
め
て
国
立
公
園
に
し
て
、

皆
の
心
が
休

ま
る
場
所
に
し

て

欲
し
い

」
と
願

っ
て
い
る
。

要
な
の
か
」
。
建
設
省
は
こ
の

疑
間
に
説
得
力
の
あ
る
材
料
を

示
さ
ず
に
来
た
。
法
廷
で
の
反

論
は
注
目
さ
れ
る
。
　
′

揖
斐
川
流
域
の
住
民
に
、
治

水
対
策
と
し
て
の
ダ
ム
建
設
を

望
む
声
は
確
か
に
あ
る
。
し
か

し
、
本
当
に
洪
水
対
策
は
ダ
ム

が
最
上
の
策
な
の
か
。
も
う

一

度
だ
け
立
ち
止
ま

っ
て
み
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
。

藤
前
千
潟
の
こ
み
処
分
場
計

画
が
撤
回
さ
れ
た
の
は
、
つ
い

最
近
の
こ
と
。
環
境
破
壊
の
損

失
も
考
え
あ
わ
せ
て
徳
山
ダ
ム

も
、
今
の
時
点
に
立
っ
て
、
な

お
、
計
画
が
合
理
的
か
ど
う
か

を
見
つ
め
て
い
い
は
ず
だ
。

（
岐

阜
支
局
　
岩
間
知
子
）

(平成 11年 )3月 1日 (月 曜日)

岐
阜
県
揖
斐
郡
藤
橋
村

で
水

資
源
開
発
公
団
が
進
め
る
徳
山

ダ
ム
建
設
事
業
で
、
水
需
要
が

見
込
め
な
い
の
に
県
費
を
支
出

し

て

い

る

の

は
違

法

だ

と

し

て
、
市
民
グ
ル
ー
プ

「
徳
山
ダ
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な

っ
て

一

稽
　
　
９３
年
改
定
時

省
庁
間
で
対
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に岨

§§
ξま
　
　
　
ミヽ
゛
　
　
　
　
檬

も
は
や
、
乱
得
力
を
失

っ
て
い
る
か
ら
だ
。　
　
　
　
の
声
が
た
が

っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

・　
　
　
　
岐
■
県
に
は
、
二
十
二
年
前
に
完
成
し
た
木
憎
　
　
岐
‐
，
‐
県
の
市
民
グ
ル
ー
プ
は
に
原
拓
知
事
を
相

．　
　
　
川
上
流
の
ダ
ム
か
ら
水
を
取
り
、
中
流
域
の
自
治
　
■
に
、

「■
ｔ
に
投
じ
た
税
金
を

一
部
返
し
、
今

一脚

多
一
ω
　
　
見
い
輩
一
¨
¨
嘲
」
「
一
水
は
ど
う
か
。　
　
　
　
　
ぃ
『
融
劃
は
、
』
跡
嗽
は
耐
¨
章
脚
¨
剌
脚
脚
］

四
―‐――
の
古
野
川
可
動
堰
、
九
州
の
川
辺
川
ダ
ム
　
一一
。
法
延
で
は
、
強
制
収
川
を
す
る
ほ
ど
緊
急
で

―
―
‐
―
―
―
，
　

な
ど
、
当
初
の
目
的
が
薄
れ
状
況
が
不
利
に
な
る
　
公
益
性
の

‐――
‐
い
■
■
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
る
。

と
址
設
省
や
公
団
は
必
ず
治
水
を
持
ち
出
す
。　
　
　
　
こ
の
ダ
ム
計
―‐―‐―
は
、
――
民
影
恢
な
ど
既
成
■
実

．
∫
ぃ
　
　
　
だ
】
私
¨
〔
一
口
制
螂
Ⅷ
い
は
い
」
に
い
」
¨
が
　
薇
］
¨
¨
い
』
い
に
嶼
』
動
”
】
一
け
け
い
の っ
け

河
口
堰
批
判
、保
守
も

　

鰤̈̈
一̈̈
¨̈̈
¨̈出則
卿
剛」馴

‐

―

―

―

―

―

―

―

―

―

，

―

―

―

―

―
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―

―

‐

―

ト

ト

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

知多半 島 の市町


